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は
じ
め
に

剣
璽
と
は
、
皇
位
と
と
も
に
先
帝
か
ら
新
帝
へ
と
継
承
さ
れ
る
皇
位
の
象
徴
と
も
い
え
る
宝
器
で
、
今
日
で
は
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
に

よ
っ
て
、
こ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
ま
た
、「
剣
璽
動
座
」
は
、
天
皇
が
行
幸
す
る
際
に
侍
従
が
剣
璽
を
携
え
て
随
行
す
る
こ
と
で
、
特
に

明
治
以
降
は
天
皇
が
皇
居
を
一
日
以
上
離
れ
る
場
合
に
必
ず
侍
従
が
剣
璽
を
捧
げ
持
っ
て
随
行
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）

八
月
の
大
東
亜
戦
争
終
結
後
に
は
剣
璽
の
動
座
は
中
絶
し
た
。
そ
の
後
、
第
六
十
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
た
翌
年
の
、
昭
和
四
十
九

年
（
一
九
七
四
）
十
一
月
に
伊
勢
の
神
宮
を
御
親
拝
さ
れ
る
た
め
に
、
昭
和
天
皇
が
伊
勢
へ
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
た
時
に
剣
璽
の
動
座
が
復
活

し
、
神
宮
式
年
遷
宮
後
の
御
親
拝
と
、
即
位
後
の
神
宮
親
謁
の
儀
に
際
し
て
剣
璽
が
動
座
し
て
い
る
（
1
）。

た
だ
し
、
令
和
の
御
代
替
わ
り
に
際

し
て
は
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
四
月
十
八
日
に
、
同
月
三
十
日
の
御
譲
位
に
先
立
ち
「
神
宮
に
親
謁
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
上
皇
陛
下

に
は
剣
璽
を
伴
っ
て
伊
勢
の
神
宮
を
御
親
謁
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
剣
璽
動
座
に
関
す
る
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
近
現
代
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
（
2
）、

古
代
の
分
野
で
は

新
帝
の
践
祚
に
伴
う
剣
璽
の
渡
御
に
関
す
る
研
究
が
多
い
（
3
）。

そ
れ
は
、
平
安
時
代
初
頭
の
桓
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
安
殿
親
王
（
平
城
天
皇
）
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が
践
祚
さ
れ
た
と
き
に
、
皇
位
継
承
に
際
し
て
剣
璽
の
渡
御
儀
礼
（
新
帝
践
祚
の
儀
）
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
（
4
）、

皇
位
継
承
儀
礼
に
現
れ

る
剣
璽
や
、
所
謂
「
三
種
の
神
器
」
そ
の
も
の
を
研
究
の
対
象
と
す
る
傾
向
が
強
い
た
め
で
あ
る
（
5
）。

し
か
し
、
平
安
時
代
の
儀
式
書
や
古
記

録
に
は
、
剣
璽
の
動
座
に
関
す
る
記
述
が
多
数
散
見
さ
れ
て
お
り
、
皇
位
継
承
の
事
例
以
外
の
儀
礼
お
け
る
剣
璽
動
座
の
実
態
を
整
理
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
の
儀
式
書
か
ら
、
天
皇
の
出
御
を
伴
う
儀
礼
に
お
け
る
剣
璽
動
座
に
関
す
る
記
載
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
古

記
録
と
の
比
較
に
よ
っ
て
当
時
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、
儀
式
書
に
見
る
剣
璽
の
動
座

平
安
時
代
の
儀
式
書
に
は
、
官
撰
儀
式
書
と
私
撰
儀
式
書
と
が
あ
る
が
、
官
撰
の
儀
式
書
で
あ
る
『
内
裏
式
』（
そ
れ
に
先
立
つ
『
内
裏
儀
式
』

も
あ
る
）
と
『
儀
式
』（
貞
観
儀
式
）
に
は
、
剣
璽
動
座
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
た
め
（『
儀
式
』
譲
国
儀
を
除
く
（
6
））、

本
稿
で
は
私
撰
の

儀
式
書
で
あ
る
『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
の
記
述
を
も
と
に
検
討
を
進
め
た
い
。
な
お
、
末
尾
に
掲
載
の
「【
別
表
】
儀
式
書

に
見
る
剣
璽
の
動
座
」
も
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

【
別
表
】
は
『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
か
ら
、
天
皇
出
御
が
伴
う
儀
礼
で
あ
る
、
の
べ
三
十
一
例
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
最
も
成
立
の
早
い
『
西
宮
記
』
の
段
階
で
剣
璽
を
伴
う
出
御
は
、
朝
拝
（
元
日
朝
賀
儀
）・
元
日
節
会
・
朝
覲
行
幸
・
神
今
食
・
行
幸
・

譲
位
儀
・
即
位
儀
の
七
つ
の
儀
礼
、
続
く
『
北
山
抄
』
で
は
、
朝
拝
（
元
日
朝
賀
儀
）・
朝
覲
行
幸
・
行
幸
・
譲
位
儀
・
即
位
儀
・
大
嘗
祭
卯

日
神
事
の
六
つ
の
儀
礼
、『
江
家
次
第
』
で
は
、
元
日
節
会
・
七
日
節
会
・
女
踏
歌
・
賭
弓
・
殿
上
賭
弓
・
相
撲
節
会
・
釈
奠
（
内
論
議
）・

新
嘗
祭
・
豊
明
節
会
（
新
嘗
祭
）・
斎
王
群
行
（
発
遣
の
儀
）・
譲
位
儀
・
譲
位
幼
主
儀
・
建
礼
門
行
幸
・
即
位
儀
・
御
禊
行
幸
・
大
嘗
祭
卯
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日
神
事
・
辰
日
節
会
・
巳
日
節
会
・
午
日
節
会
（
豊
明
節
会
）・
臨
時
競
馬
の
二
十
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
他

に
も
天
皇
が
通
常
時
に
佩お

び
る
昼
御
座
の
御
剣
や
大
刀
契
な
ど
が
見
え
る
儀
礼
も
あ
る
。

こ
れ
ら
を
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
平
安
時
代
も
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
天
皇
出
御
と
と
も
に
剣
璽
が
動
座
す
る
儀
礼
が
増
え
て
い
っ
た

と
単
純
に
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
記
録
を
参
考
に
す
れ
ば
、
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
な
解
釈
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

例
え
ば
『
江
家
次
第
』
に
し
か
見
ら
れ
な
い
賭
弓
と
大
嘗
祭
の
御
禊
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
と
、
賭
弓
は
『
九
暦
』
承
平
七
年
（
九
三
七
）

正
月
十
九
日
条
に
「
大
閤
仰
云
。
天
皇
御
二
弓
場
一。
未
レ
着
二
倚
子
一
之
前
。
近
衛
次
将
候
二
出
居
座
一。
次
内
侍
御
剣
・
璽
筥
置
二
置
物
御
机
一。

次
天
皇
着
レ
座
」
と
あ
り
、
朱
雀
天
皇
は
承
平
七
年
正
月
の
賭
弓
に
は
剣
璽
を
伴
っ
て
出
御
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
大
嘗
祭
の
御

禊
は
『
九
暦
』
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
十
月
二
十
八
日
条
に
「
是
日
。
大
嘗
会
御
禊
。（
中
略
）
主
上
出
御
。（
中
略
）
即
召
二
内
侍
一
令
レ
持
二

御
剣
等
一。
御
二
南
殿
一。〔
内
侍
須
二
二
人
候
一。
而
依
二
一
人
候
一。
以
二
代
官
人
一
令
レ
持
二
璽
御
匣
一。〕（
中
略
）
天
皇
御
レ
輿
」
と
あ
り
、
天
慶
九

年
十
月
の
大
嘗
会
御
禊
の
と
き
に
村
上
天
皇
は
剣
璽
を
伴
っ
て
南
殿
（
紫
宸
殿
）
に
出
御
さ
れ
、
後
述
す
る
行
幸
儀
か
ら
推
測
す
る
に
、
村

上
天
皇
は
剣
璽
と
同
輿
に
て
御
禊
の
た
め
に
賀
茂
川
へ
行
幸
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
西
宮
記
』
原
撰
本
の
成
立
は
、
天
徳
・
応
和
年
間
（
九
五
七
～
九
六
四
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
（
7
）、『

西
宮
記
』
成
立
以
前
に
賭
弓
と

御
禊
行
幸
に
は
、
天
皇
の
出
御
に
剣
璽
が
伴
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
西
宮
記
』
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
か
ら
儀
式
書
に
記
載
は
無
く
て
も
、
実
際
に
は
天
皇
の
出
御
と
と
も
に
剣
璽
の
動
座
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
い
く
つ
か
代
表
的
な
儀
礼
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
剣
璽
の
動
座
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
正
月
一
日
に
行
わ
れ
る

朝
拝
（
元
日
朝
賀
儀
【
別
表
2
】）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
元
日
朝
賀
儀
は
、
毎
年
元
日
に
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
さ
れ
、
皇
太
子
以
下
の
文
武

百
官
の
拝
賀
を
受
け
る
行
事
で
あ
る
。
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『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
、
朝
拝

辰
刻
。
天
皇
御
二
南
殿
一。〔
掃
部
司
舁
二
出
大
刀
契
等
一。
置
二
殿
南
簀
子
西
二
間
一。〕
内
侍
二
人
〔
剣
在
二
御
前
一。
璽
在
二
御
後
一。〕（
中
略
）

進
二
鳳
御
輿
一。（
中
略
）
次
将
〔
中
将
〕
開
レ
輦
。〔
内
侍
置
二
剣
輦
中
一。〕
天
皇
御
レ
之
。〔
大
将
警
蹕
。
以
二
璽
匣
一
置
二
輦
中
一。〕（
中
略
）

御
二
大
極
殿
後
房
一。〔
内
侍
取
二
御
剣
一
如
二
置
儀
一。〕（
中
略
）天
皇
就
二
高
座
一。〔（
中
略
）内
侍
二
人
着
二
礼
服
一、持
二
神
璽
等
一、列
二
左
右
一。〕

（
後
略
）

※
〔

〕
は
、
細
字
お
よ
び
割
書
、
以
下
、
同
じ
。

『
西
宮
記
』
は
元
日
朝
賀
儀
の
次
第
の
中
で
、
天
皇
の
南
殿
（
紫
宸
殿
）
出
御
、
朝
堂
院
（
八
省
院
）
へ
の
行
幸
の
た
め
に
鳳
輦
へ
の
乗
御
、

大
極
殿
後
房
（
小
安
殿
）
で
の
鳳
輦
下
御
、
大
極
殿
の
高
御
座
へ
の
出
御
の
場
面
で
、
剣
璽
に
関
す
る
記
載
が
確
認
で
き
る
。
正
月
元
日
の

辰
刻
（
午
前
八
時
頃
）
に
朝
堂
院
へ
の
行
幸
の
た
め
天
皇
は
紫
宸
殿
に
出
御
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
に
は
掃
部
司
が
大
刀
契
な
ど
を
舁
き
紫
宸

殿
の
南
簀
子
の
西
第
二
間
に
置
き
、
内
侍
二
人
が
剣
璽
を
奉
じ
て
天
皇
に
供
奉
す
る
。
宝
剣
を
奉
ず
る
内
侍
が
天
皇
の
御
前
を
進
み
、
璽
を

奉
ず
る
内
侍
は
天
皇
の
御
後
を
進
む
。
つ
づ
い
て
鳳
輦
へ
の
乗
御
と
な
る
が
、
最
初
に
鳳
輦
の
中
に
宝
剣
を
置
き
、
天
皇
が
乗
御
さ
れ
た
後

に
、
璽
の
筥
が
鳳
輦
の
中
に
置
か
れ
る
。
宝
剣
の
置
き
方
に
つ
い
て
行
幸
儀
【
別
表
19
】
で
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
天
皇
か
ら
見
て
右
方
に
宝
剣
の
頭
、
左
方
に
尾
と
な
る
よ
う
に
し
、
刃
は
外
側
に
向
け
て
置
く
と
い
う
（
8
）。

大
極
殿
の
高
御
座
へ
の

出
御
に
際
し
て
は
、
内
侍
二
人
も
礼
服
を
着
し
、「
神
璽
等
」
を
奉
じ
て
天
皇
の
左
右
に
列
立
し
た
。『
北
山
抄
』
で
は
出
御
の
後
、
天
皇
の

御
座
が
定
ま
っ
た
後
に
、
左
右
で
剣
璽
を
奉
じ
て
い
た
内
侍
は
、
御
座
の
左
側
に
剣
璽
を
置
い
た
（
9
）。

な
お
、
元
日
朝
賀
儀
と
即
位
儀
は
同
じ

儀
礼
構
造
と
な
っ
て
お
り
（
10
）、

即
位
儀
に
お
い
て
も
高
御
座
に
出
御
し
御
座
が
定
ま
っ
た
後
に
、
御
座
の
左
辺
に
剣
璽
が
置
か
れ
た
（
11
）。

ま
た
、

『
江
家
次
第
』
に
元
日
朝
賀
儀
の
次
第
そ
の
も
の
が
な
い
の
は
、
一
条
天
皇
の
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
を
最
後
に
廃
絶
し
た
た
め
、
そ
れ
以

降
に
成
立
し
た
『
江
家
次
第
』
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
12
）。

皇
學
館
大
学
創
立
百
四
十
周
年
・
再
興
六
十
周
年
記
念
『
皇
学
論
纂
』

― 288 ―



元
日
朝
賀
儀
に
引
き
続
い
て
、
元
日
節
会
が
行
わ
れ
る
。

『
西
宮
記
』
恒
例
第
一
、
正
月
、
節
会

天
皇
御
二
南
殿
一。〔（
中
略
）
内
侍
二
人
持
二
神
璽
・
宝
剣
一
立
二
前
後
一、
出
御
置
二
机
上
一。（
中
略
）〕（
中
略
）
天
皇
出
御
〔
着
靴
。
近
仗

称
二
警
蹕
一。
内
侍
置
二
御
剣
筥
等
於
東
机
上
一。〕（
後
略
）

『
江
家
次
第
』
巻
一
、
正
月
甲
、
元
日
宴
会

（
前
略
）

天
皇
渡
二
御
南
殿
。〔
経
二
長
橋
一
入
レ
自
二
南
殿
乾
戸
一、
内
侍
二
人
持
二
璽
・
剣
一。（
中
略
）〕

（
中
略
）

天
皇
著
二
御
帳
中
倚
子
一。〔
先
於
二
北
廂
一
著
レ
靴
給
。
入
レ
自
二
帳
北
面
一。
経
二
倚
子
東
一
著
御
。〕

内
侍
置
二
璽
・
剣
於
東
机
一。〔
南
レ
柄
、
東
レ
刃
。〕

（
後
略
）

元
日
節
会
に
お
い
て
は
、『
西
宮
記
』『
江
家
次
第
』
と
も
に
紫
宸
殿
に
天
皇
が
剣
璽
を
伴
っ
て
出
御
し
て
い
る
。『
江
家
次
第
』
に
よ
れ
ば
、

剣
璽
は
元
日
朝
賀
儀
と
同
じ
く
、
御
座
の
東
側
（
左
方
）
に
置
か
れ
、
宝
剣
の
柄
は
南
向
き
に
、
刃
は
天
皇
の
方
を
向
か
な
い
よ
う
に
東
に

向
け
て
置
か
れ
た
。『
北
山
抄
』
か
ら
は
剣
璽
の
動
き
は
わ
か
ら
な
い
が
、
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
た
元
日
節
会
の
儀
式
次
第
そ
の
も
の
は
記
載

さ
れ
て
い
る
（
13
）。『

西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
の
い
ず
れ
も
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
る
元
日
節
会
の
次
第
を
記
載
し
て
い
る
が
、
紫
宸
殿

で
節
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
や
、
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
の
朝
賀
廃
絶
後
の
、
堀
河
天
皇
の
時
代
に
成
立
し
た
『
江
家
次
第
』
で
も
元
日
節
会

に
は
天
皇
が
剣
璽
を
伴
っ
て
出
御
さ
れ
る
と
い
う
記
述
に
注
目
し
て
み
た
い
。

元
日
節
会
は
内
裏
の
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
る
行
事
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
朝
堂
院
で
行
わ
れ
る
朝
賀
儀
に
引
き
続
い
て
、
朝
堂
院
の
西
側
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に
設
け
ら
れ
た
豊
楽
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
節
会
で
あ
る
。『
儀
式
』（
巻
六
）
に
は
「
元
日
御
二
豊
楽
院
一
儀
」
と
見
え
、「
皇
帝
受
二
群
臣
賀
一。

訖
遷
二
御
清
暑
堂
一。
少
時
御
二
豊
楽
殿
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
月
元
日
に
内
裏
か
ら
朝
堂
院
へ
行
幸
し
大
極
殿
に
お
い
て
群
臣
の
朝
賀
を
受

け
ら
れ
た
天
皇
は
、
そ
の
ま
ま
豊
楽
院
へ
遷
幸
さ
れ
、
豊
楽
殿
に
出
御
さ
れ
て
元
日
節
会
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
日
節
会

が
元
日
朝
賀
儀
を
前
提
と
し
た
儀
礼
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
朝
賀
儀
に
剣
璽
が
動
座
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
引
き
続
い
て
行
わ
れ
る
元

日
節
会
に
も
剣
璽
が
動
座
す
る
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
前
提
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
朝
賀
が
実
施
さ
れ
ず
に
元
日
節
会
の

み
が
紫
宸
殿
で
行
わ
れ
る
場
合
や
、
朝
賀
儀
の
廃
絶
後
の
紫
宸
殿
に
お
け
る
元
日
節
会
で
も
天
皇
は
剣
璽
を
伴
っ
て
出
御
さ
れ
て
い
た
も
の

と
推
察
さ
れ
よ
う
。

次
に
天
皇
親
祭
と
し
て
斎
行
さ
れ
る
、
神
今
食
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
神
今
食
と
は
、
六
月
と
十
二
月
の
月
次
祭
の
夜
に
、
天
皇
が

中
和
院
の
神
嘉
殿
に
神
を
迎
え
て
酒
饌
を
と
も
に
食
す
る
神
事
で
あ
る
。

『
西
宮
記
』
臨
時
第
五
、
行
幸

天
皇
御
二
南
殿
一。〔
着
二
帛
御
衣
一。〕（
中
略
）
内
侍
持
二
璽
・
御
剣
等
一
立
二
左
右
一。（
中
略
）
中
将
開
レ
戸
。
内
侍
入
レ
剣
。
次
乗
御
。
次

入
二
璽
筥
一
閇
レ
戸
。

『
北
山
抄
』
巻
二
、
年
中
要
抄
下
、
六
月
、
神
今
食
事

戌
時
、
御
二
腰
輿
一、
幸
二
中
院
一、
内
侍
司
印
櫃
、〔
以
レ
此
称
二
契
櫃
一
之
由
、
見
二
天
徳
四
年
御
記
一。〕
幷
鈴
韓
櫃
、〔
不
レ
奏
。〕
持
候

如
レ
常
、〔
但
太
刀
不
レ
候
。〕

『
江
家
次
第
』
巻
七
、
六
月
、
神
今
食
次
第

戌
時
御
二
腰
輿
一
幸
二
中
和
院
一、
内
侍
司
印
櫃
幷
鈴
韓
櫃
〔
不
レ
奏
。〕
持
候
如
レ
常
。〔
但
大
刀
不
レ
候
。〕

『
西
宮
記
』
で
は
、
帛
御
袍
を
召
さ
れ
た
天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
、
そ
の
左
右
に
内
侍
が
剣
璽
を
奉
じ
て
列
立
し
て
、
乗
御
の
と
き
に
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剣
璽
は
御
輿
に
納
め
ら
れ
、
天
皇
は
剣
璽
と
同
輿
し
て
神
嘉
殿
へ
と
行
幸
さ
れ
る
。『
北
山
抄
』
で
は
剣
璽
は
見
え
ず
、
行
幸
に
は
内
侍
が

印
櫃
と
鈴
韓
櫃
を
持
っ
て
付
き
従
っ
た
。
こ
の
時
の
印
櫃
を
契
櫃
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
の
村
上
天
皇
の
御
記
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
契
櫃
と
は
、
数
種
の
符
契
（
符
節
・
割
り
符
）
類
を
納
め
た
櫃
の
こ
と
で
、
大
刀
二
口
と
節
刀
数
口
と
合
わ
せ

て
「
大
刀
契
」
と
称
し
（
14
）、

神
器
に
次
ぐ
宝
器
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
皇
位
継
承
の
時
に
相
伝
さ
れ
た
宝
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
大
刀
は
行

幸
に
は
追
従
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。『
江
家
次
第
』に
お
い
て
も
、印
櫃
と
鈴
韓
櫃
は
見
ら
れ
る
が
剣
璽
に
つ
い
て
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

儀
式
書
の
記
載
の
通
り
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
印
櫃
と
鈴
韓
櫃
の
み
が
神
今
食
の
行
幸
に
追
従
し
、
剣
璽
は
動
座
し
な
く
な
っ
た
の

か
否
か
を
考
え
て
み
た
い
。

『
中
右
記
』
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
十
二
月
十
一
日
条

十
一
日
。（
中
略
）
戌
剋
許
陣
引
。
與
二
上
卿
一
相
共
着
二
小
忌
一
列
二
立
南
庭
一
如
レ
恒
。
上
卿
被
レ
帯
二
弓
箭
一。
腰
輿
寄
二
南
階
一。〔
先
在
二

日
華
門
一。
右
次
将
渡
レ
副
。〕
頭
中
将
顕
実
置
二
璽
剣
一。
上
卿
・
予
先
行
。
先
契
・
鈴
等
供
奉
。
経
二
日

（
月
カ
）華

・
陰
陽
門
等
一
到
二
中
和
門
一
間
。

大
忌
公
卿
列
二
立
件
門
南
脇
一。〔
北
面
西
上
。〕
民
部
卿
〔
俊
〕・
藤
大
納
言
〔
公
〕・
源
中
納
言
〔
国
〕・
右
兵
衛
督
〔
師
〕・
宰
相
二
人
〔
忠

教
・
家
政
〕。
到
二
中
院
南
門
一。
左
右
近
衛
先
入
脇
門
開
門
。
寄
二
御
輿
於
神
嘉
殿
南
壇
下
一。
頭
中
将
取
二
璽
剣
一
授
二
内
侍
一。（
後
略
）

『
中
右
記
』
は
、
藤
原
宗
忠
の
日
記
で
あ
り
、
こ
の
時
、
宗
忠
は
正
三
位
で
参
議
で
あ
っ
た
（
15
）。『

中
右
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
堀
河
天
皇

が
乗
御
さ
れ
る
御
輿
に
は
頭
中
将
の
藤
原
顕
実
に
よ
っ
て
剣
璽
が
置
か
れ
、
宗
忠
は
上
卿
と
と
も
に
行
幸
の
列
を
先
行
し
、
契
、
鈴
、
公
卿

ら
が
続
き
、
中
和
院
に
到
着
す
る
と
御
輿
は
神
嘉
殿
の
南
壇
下
に
寄
せ
ら
れ
、
藤
原
顕
実
に
よ
っ
て
剣
璽
が
御
輿
か
ら
取
り
出
さ
れ
内
侍
に

授
け
ら
れ
て
い
る
。
契
・
鈴
と
と
も
に
剣
璽
も
動
座
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
康
和
四
年
は
、『
江
家
次
第
』
の
原

撰
本
が
完
成
し
撰
者
で
あ
る
大
江
匡
房
が
補
修
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
晩
年
期
に
あ
た
り
（
16
）、

神
今
食
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
の
事
例

を
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
解
明
す
る
た
め
に
、
行
幸
儀
に
関
す
る
記
述
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。
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『
西
宮
記
』
臨
時
第
六
、
左
右
近
衛
将
事
、
行
幸
時
事

行
幸
之
時
。（
中
略
）
宸
儀
欲
レ
御
レ
輿
之
間
。
上
臈
中
将
開
二
御
輿
戸
一。（
中
略
）
次
内
侍
奉
レ
置
二
宝
剣
一。〔
令
三
剣
頭
在
二
御
之
右
方
一。

令
三
尾
在
二
左
方
一。
但
。
以
刃
可
レ
向
レ
外
也
。〕
宸
儀
駕
御
。
内
侍
等
奉
レ
置
二
神
璽
一。

『
北
山
抄
』
巻
九
、
羽
林
抄
、
行
幸

主
殿
寮
撤
二
御
輿
覆
一。
上
﨟
次
将
開
二
輦
戸
一。〔
置
二
璽
筥
後
一
閇
レ
之
。〕
自
余
臥
レ
弓
跪
候
。
内
侍
置
二
御
剣
於
輦
中
御
前
一。〔
右
頭
外

刃
。
旧
例
。
後
置
レ
之
云
々
。〕
即
御
レ
輿
。（
中
略
）
次
璽
筥
伝
二
授
初
人
一
令
レ
置
二
左
辺
一。

『
西
宮
記
』
と
『
北
山
抄
』
に
は
、
行
幸
に
関
す
る
子
細
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
幸
儀
の
記
載
で
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
天
皇
が

御
輿
に
乗
御
さ
れ
る
際
に
は
、
ま
ず
宝
剣
を
御
輿
の
中
に
置
き
、
天
皇
の
乗
御
の
後
に
璽
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
裏

か
ら
の
行
幸
を
伴
う
儀
礼
で
は
、
天
皇
が
乗
御
さ
れ
る
御
輿
に
必
ず
剣
璽
が
同
輿
し
、
そ
の
儀
礼
に
は
剣
璽
が
動
座
す
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
儀
式
書
の
行
幸
儀
の
記
述
か
ら
、
個
別
の
儀
礼
に
剣
璽
の
動
座
の
記
述
は
な
く
と
も
、
内

裏
か
ら
行
幸
を
伴
う
儀
礼
に
は
剣
璽
が
動
座
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
元
日
節
会
の
よ
う
に
本
来
は
内
裏
の
外
で
行
っ
て

い
た
儀
礼
が
内
裏
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
天
皇
の
紫
宸
殿
へ
の
出
御
に
も
剣
璽
を
伴
う
よ
う
に
な
り
、
行
幸
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

二
、
剣
璽
渡
御
に
対
す
る
思
案
―
藤
原
実
資
と
藤
原
公
任
―

本
稿
で
は
、
個
別
具
体
的
に
皇
位
継
承
に
関
す
る
剣
璽
の
渡
御
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ
な
い
が
、
譲
位
の
際
の
剣
璽
渡
御
の
儀
礼
に
つ
い

て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た
三
条
天
皇
譲
位
（
後
一
条
天
皇
践
祚
）
に
関
す
る
事
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例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
『
小
右
記
』
の
同
日
条
に
「
廿
九
日
甲
戌
。（
中
略
）
今
日
有
二
譲
国
之
事
一。
其
儀
見
二
新
式
一
（
後
略
）」
と
あ
り
、

新
式
に
基
づ
い
て
挙
行
さ
れ
た
譲
位
儀
式
の
様
子
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
式
に
つ
い
て
、『
小
右
記
』
の
記
述
で
は
、『
西
宮
記
』

の
拝
礼
作
法
を
「
旧
例
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
式
の
成
立
は
『
西
宮
記
』
の
編
者
で
あ
る
源
高
明
が
安
和
の
変
に
よ
っ
て
左
降
さ
れ

た
後
の
、
安
和
二
年
（
九
六
九
）
八
月
の
冷
泉
天
皇
譲
位
以
降
に
成
立
し
た
可
能
性
を
別
稿
で
指
摘
し
た
（
17
）。

三
条
天
皇
か
ら
後
一
条
天
皇
へ

の
剣
璽
渡
御
儀
を
如
何
に
行
う
か
に
つ
い
て
、
藤
原
実
資
と
藤
原
公
任
が
考
案
し
て
い
る
の
で
、
新
式
の
成
立
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
十
四
日
、
十
五
日
条

十
四
日
己
未
。（
中
略
）
昨
日
所
レ
作
御
譲
位
日
式
大
納
言
公
任
卿
執
筆
所
レ
作
。
卿
相
加
レ
詞
。
今
朝
見
送
云
。
閑
案
下
二
雌
黄
一
可
二
返

給
一
者
。
削
定
可
レ
献
二
左
相
府
一
云
々
。
但
大
略
縁
道
事
付
レ
点
。
猶
此
事
如
何
乎
者
。
余
報
云
。
持
二
神
璽
・
宝
剣
一
歩
二
行
大
路
一。
此

度
新
儀
歟
。
大
道
車
馬
行
路
也
。
賷
二
神
物
一
歩
行
頗
似
二
汎
愛
一。
用
二
縁
道
一
異
二
俗
路
一
可
レ
宜
歟
。
就
中
帝
王
出
御
之
時
。
敷
二
縁

道
一。
候
二
璽
・
剣
一
者
自
二
縁
道
一
行
歩
。
堂
上
尚
如
レ
之
。
何
況
道
路
乎
。
奉
二
於
神
鏡
一。
已
奉
レ
納
レ
櫃
。
仍
無
二
此
儀
一
歟
。
璽
・
剣

者
在
二
御
所
一
不
レ
離
二
宸
儀
一。
其
儀
可
レ
同
歟
。
上
古
五
節
儛
姫
於
二
舞
台
一
舞
レ
之
。
彼
時
自
二
殿
局
一
舞
台
敷
二
縁
道
一。
何
況
持
二
候
宝

剣
等
一
之
道
乎
。
但
可
在
二
賢
慮
一。
件
事
亦
可
レ
承
二
案
内
一。

十
五
日
庚
申
。
大
納
言
示
送
云
。
縁
道
事
然
無
二
侍
事
一
也
。
只
敷
レ
筵
路
中
と
い
は
む
と
ぞ
思
給
侍
。
報
云
。
左
右
可
レ
随
二
宜
事
一

也
。
是
新
愚
案
也
。
璽
・
剣
不
レ
離
二
御
辺
一。
持
候
之
人
在
二
宸
儀
前
後
一。
同
二
御
路
一。
若
可
レ
奉
二
新
君
一
者
置
二
御
輿
中
一。
大
臣
已
下

相
従
須
二
参
進
一。
而
依
不
レ
可
二
進
幸
一。
只
可
二
持
候
参
進
一
也
。
仍
捧
二
宝
剣
等
一。
赴
二
行
車
馬
軌
跡
一
何
如
々
々
。
猶
展
二
一
筵
一
為
二

其
行
路
一。
可
レ
隔
二
車
馬
跡
一
歟
。

長
和
五
年
正
月
二
十
九
日
の
一
連
の
流
れ
は
、
未
二
剋
（
午
後
一
時
半
頃
）
枇
杷
殿
に
お
い
て
譲
位
の
儀
式
（
譲
位
宣
命
の
宣
制
）
が
行
わ
れ
、

宣
制
後
に
摂
政
左
大
臣
の
藤
原
道
長
以
下
の
公
卿
ら
の
手
で
剣
璽
の
渡
御
が
行
わ
れ
、
剣
璽
が
新
帝
御
所
で
あ
る
京
極
院
へ
と
遷
さ
れ
た
。
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そ
の
後
、
戌
剋
（
午
後
八
時
頃
）
内
侍
所
の
神
鏡
が
奉
遷
さ
れ
た
（
18
）。

右
の
『
小
右
記
』
か
ら
は
、
こ
の
時
の
剣
璽
の
渡
御
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
し
て
執
り
行
う
べ
き
か
議
論
さ
れ
た
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
日
条
で
は
、
藤
原
公
任
が
作
成
し
た
御
譲
位
の
日
の
式
に
対
し
て
、
公
卿
ら
が
書
き
足
し
を
行
い
、
添
削
を
し
て
返
給
す
る
こ
と
に

し
、
ま
た
こ
の
式
を
左
大
臣
の
藤
原
道
長
に
献
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
大
納
言
の
藤
原
実
資
は
、
神
璽
と
宝
剣
と
を
持
っ
て
大

路
を
歩
行
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
新
儀
か
を
問
い
、
大
路
は
車
馬
が
通
行
す
る
路
で
あ
る
か
ら
、
神
物
を
持
っ
て
歩
行
す
る
こ
と
は
、
貴
賤

を
分
け
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
筵
道
を
用
い
て
俗
路
と
は
異
に
す
る
ほ
う
が
良
い
と
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
殿
中
で
は
天

皇
が
出
御
さ
れ
る
時
に
は
筵
道
を
敷
き
、
神
璽
と
宝
剣
と
を
伺
候
す
る
者
も
筵
道
を
歩
行
し
て
お
り
、
道
路
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
の

こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
神
鏡
を
奉
遷
す
る
時
は
、
す
で
に
辛
櫃
に
納
め
ら
れ
て
い
る
た
め
筵
道
を
敷
く
儀
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
が
、
神
璽
と
宝
剣
と
は
御
所
に
あ
り
、
宸
儀
（
天
皇
）
と
離
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
筵
道
を
敷
か
な
い
こ
と
に
疑
義
を
持
ち
、
上
古

で
は
五
節
舞
姫
が
舞
台
に
昇
る
際
に
筵
道
を
敷
い
て
い
た
こ
と
を
例
に
し
て
、
神
璽
と
宝
剣
と
を
持
っ
て
伺
候
す
る
者
の
道
は
筵
道
を
敷
く

べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
よ
く
よ
く
思
案
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
事
に
つ
い
て
事
情
を
承
り
た
い
と
す
る
実
資
の
意
見
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

続
く
十
五
日
条
で
は
、
藤
原
実
資
の
意
見
に
対
し
て
藤
原
公
任
は
筵
道
に
つ
い
て
、
筵
を
敷
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
筵
を
敷
い

て
「
路
中
」
と
言
お
う
と
し
て
い
た
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
資
は
、
あ
れ
こ
れ
宜
し
い
事
に
随
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
上

で
、
新
た
な
私
案
を
公
任
に
示
し
た
。
そ
れ
は
、
神
璽
と
宝
剣
と
は
天
皇
の
御
側
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
持
っ
て
伺
候
す
る
者
は
宸

儀
（
天
皇
）
の
前
後
に
い
る
こ
と
は
御
路
と
同
じ
で
あ
り
、
も
し
新
君
に
剣
璽
と
宝
剣
と
を
奉
る
の
で
あ
れ
ば
、
御
輿
の
中
に
置
き
大
臣
以

下
が
供
奉
し
て
進
む
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
行
幸
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
た
だ
持
っ
て
伺
候
し
て
進
む
べ
き
で
、
宝
剣
を
捧
げ
て
車
馬
の

軌
跡
を
赴
き
行
く
の
は
如
何
な
も
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
ち
、
や
は
り
筵
を
ひ
ろ
げ
て
行
道
と
し
、
車
馬
の
跡
と
は
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
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と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

『
小
右
記
』
に
記
述
さ
れ
た
内
容
は
、
藤
原
公
任
が
作
成
し
た
譲
位
の
日
の
儀
式
次
第
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
作
成
さ
れ
た
次
第
に
対
す

る
藤
原
実
資
の
意
見
を
中
心
と
し
て
、
剣
璽
の
渡
御
の
道
に
筵
を
敷
く
の
か
否
か
と
い
う
断
片
し
か
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
資
が
指
摘

し
た
剣
璽
が
大
路
を
通
り
渡
御
す
る
例
が
新
儀
か
否
か
に
つ
い
て
は
、三
条
天
皇
譲
位
以
前
の
例
と
し
て
、陽
成
天
皇
譲
位（
光
孝
天
皇
践
祚
）

の
一
例
が
確
認
さ
れ
る
が
（
19
）、

正
月
二
十
九
日
の
譲
位
当
日
の
拝
礼
作
法
で
は
、『
西
宮
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
作
法
を
旧
例
と
考
え
て
い

る
こ
と
か
ら
（
20
）、

陽
成
天
皇
譲
位
の
事
例
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
低
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
断
片
的
な
史
料
か
ら
は
、
藤
原
公
任
自
身
が

譲
位
儀
の
新
式
そ
の
も
の
を
作
成
し
た
の
か
、
そ
れ
以
前
（
安
和
二
年
八
月
以
降
）
か
ら
存
在
し
た
新
式
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
の
か
の

判
断
は
難
し
い
。

『
小
右
記
』
の
記
述
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
就
中
帝
王
出
御
之
時
。
敷
二
縁
道
一。
候
二
璽
・
剣
一
者
自
二
縁
道
一
行
歩
。
堂
上
尚

如
レ
之
。
何
況
道
路
乎
。
奉
二
於
神
鏡
一。
已
奉
レ
納
レ
櫃
。
仍
無
二
此
儀
一
歟
。
璽
・
剣
者
在
二
御
所
一
不
レ
離
二
宸
儀
一。
其
儀
可
レ
同
歟
」（
十
四

日
条
）、「
璽
・
剣
不
レ
離
二
御
辺
一。
持
候
之
人
在
二
宸
儀
前
後
一。
同
二
御
路
一
」（
十
五
日
条
）
と
い
う
実
資
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
内
裏

お
け
る
天
皇
出
御
の
時
に
は
剣
璽
を
持
つ
者
も
天
皇
と
同
じ
筵
道
を
歩
く
こ
と
、
剣
璽
は
天
皇
と
離
れ
る
こ
と
な
く
常
に
天
皇
と
共
に
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
平
安
時
代
の
剣
璽
の
動
座
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
認
識
と
い
え
よ
う
。

こ
の
認
識
が
実
資
個
人
だ
け
の
も
の
な
の
か
、朝
廷
全
体
に
お
け
る
共
通
の
も
の
な
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

儀
式
書
や
古
記
録
に
剣
璽
の
動
座
の
記
載
が
無
く
て
も
、
内
裏
の
中
に
お
け
る
天
皇
の
移
動
は
も
と
よ
り
、
内
裏
の
外
へ
の
行
幸
に
も
、
常

に
剣
璽
を
伴
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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三
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座

最
後
に
、
一
世
に
一
度
の
大
祀
で
あ
る
大
嘗
祭
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
に
は
、
天

皇
が
悠
紀
殿
に
渡
御
さ
れ
る
際
に
は
、
内
侍
二
人
が
剣
璽
を
奉
じ
る
次
第
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
侍
で
は
な
く
近
衛
次
将
が
奉
じ

た
例
も
あ
っ
た
（【
別
表
26
】
参
照
）。『
北
山
抄
』
と
『
江
家
次
第
』
が
「
寛
和
例
」
と
し
て
い
る
事
例
が
、『
小
右
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る

の
で
確
認
し
た
い
。

『
小
右
記
』
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
十
一
月
二
十
一
日

廿
一
日
辛
卯
。（
中
略
）
幸
二
八
省
一。
小
忌
上
卿
不
レ
具
。
参
議
二
人
而
已
。〔
宰
相
中
将
義
懐
・
勘
解
由
長
官
佐
理
。〕
経
二
承
明
・
建

礼
門
一。
入
レ
自
二
延
世
門
一。
到
二
廻
立
殿
一。〔
此
間
御
輿
逗
二
留
両
三
所
一。
未
レ
知
二
其
由
一。〕
彼
殿
装
束
未
レ
了
。
仍
良
久
乍
レ
乗
レ
輿
御

也
。
御
二
廻
立
殿
一
了
云
々
。
惟
成
奉
二
仕
御
湯
殿
一。〔
先
御
二
東
殿
一。〕了
易
二
御
服
一
着
二
神
服
一。
御
二
大
嘗
宮
一。〔
悠
紀
。〕余
候
二
御
剣
一。

権
中
将
公
任
候
二
御
筥
一。
御
剣
璽
等
。
内
侍
所
持
候
。
是
先
例
也
。
而
内
侍
不
レ
候
。
又
是
惟
成
等
所
レ
行
也
。
可
レ
謂
二
失
誤
一。（
後
略
）

寛
和
元
年
に
斎
行
さ
れ
た
花
山
天
皇
の
大
嘗
祭
で
は
、藤
原
実
資
と
藤
原
公
任
が
宝
剣
と
璽
筥
を
奉
じ
て
悠
紀
殿
へ
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
時
に
実
資
は
左
近
衛
中
将
（
21
）、公

任
は
左
近
衛
権
中
将
（
22
）で

あ
っ
た
。
し
か
し
、先
例
で
は
内
侍
が
剣
璽
を
奉
じ
て
渡
御
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
内
侍
が
伺
候
せ
ず
近
衛
中
将
が
剣
璽
の
動
座
を
奉
仕
し
た
寛
和
元
年
の
例
は
、「
失
誤
」
と
称
す
べ
き
で
あ
る
と
実
資
自
身
は
非

難
し
て
い
る
。
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
北
山
抄
』（
巻
子
本
、
国
宝
）
の
頭
注
に
は
、「
依
二
仁
和
記
一
者
。
内
侍
所
候
二
御
剣
一。
寛

弘
九
年
。
中
将
候
レ
之
。
為
レ
奉
二
御
衾
一。
候
二
神
殿
一
内
侍
預
者
。
不
レ
候
二
御
筥
一
」
と
あ
り
、
寛
弘
九
年
（
一
〇
一
二
）
に
斎
行
さ
れ
た
三

条
天
皇
の
大
嘗
祭
に
お
い
て
も
剣
璽
は
近
衛
中
将
が
奉
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
北
山
抄
』
践
祚
抄
は
寛
弘
九
年
十
一
月
以
降
の
成
立
と
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推
測
さ
れ
て
い
る
が
（
23
）、『

北
山
抄
』
で
は
「
御
二
大
嘗
宮
一。（
中
略
）〔
内
侍
二
人
候
二
御
剣
・
璽
筥
一。
寛
和
。
次
将
候
レ
之
。〕」
と
見
え
、
大

嘗
宮
へ
の
剣
璽
の
動
座
は
内
侍
が
奉
仕
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
の
は
、『
北
山
抄
』
践
祚
抄
成
立
以
前
の
二
例
で
は
近
衛
中
将
が
奉

仕
し
て
い
た
と
し
て
も
、
藤
原
公
任
自
身
も
藤
原
実
資
と
同
じ
く
「
異
例
」
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
北
山
抄
』
に
先
行
す
る
『
西
宮
記
』
に
お
い
て
は
、
剣
璽
の
動
座
に
関
す
る
直
接
的
な
記
述
は
な
く
、「
御
二
悠
紀
殿
一。（
中
略
）
天
皇

入
レ
自
二
乾
方
一。〔
主
基
入
レ
自
二
巽
方
一。
中
将
持
二
御
剣
一。〕」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
中
将
が
持
っ
て
い
た
御
剣
が
宝
剣
で
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
通
常
の
佩
刀
で
あ
る
の
か
を
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
後
世
の
史
料
と
な
る
が
『
天
仁
大
嘗
会
記
』

を
参
考
に
し
た
い
。

『
天
仁
大
嘗
会
記
』

（
前
略
）

皇
后
御
二
南
殿
御
帳
北
廂
一。〔
如
二
御
禊
一
也
。〕
舁
二
立
大
刀
契
於
南
殿
南
簀
子
西
第
二
間
一
如
レ
恒
。
小
忌
近
衛
将
経
二
階
下
一
渡
レ
東
。

先
レ
是
鳳
輦
安
二
于
日
華
門
一。
主
上
立
二
御
南
殿
御
帳
前
一。
内
侍
二
人
取
二
剣
璽
一
在
二
左
右
一。
次
小
忌
公
卿
列
立
。〔
大
納
言
経
実
。

中
納
言
能
実
。
参
議
俊
忠
。〕

（
中
略
）

次
寄
二
御
輿
一。〔
入
二
御
剣
一。〕
次
乗
御
。〔
不
下
脱
二
絲
鞋
一
給
上。
依
二
神
事
一
無
二
警
蹕
一。〕
次
入
二
御
璽
一。
次
下
二
御
格
子
一。〔
不
レ
下
二

額
間
一。〕
次
皇
后
乗
御
〔
不
レ
下
レ
帷
。〕
公
卿
前
行
。
出
二
建
礼
承
明
両
門
一。
入
レ
自
二
昭
訓
門
一
於
二
龍
尾
壇
東
階
壇
上
一
敷
二
長
席
一。

於
二
其
上
一
遷
二
御
腰
輿
一。〔
御
剣
入
レ
之
。〕
経
二
廻
立
殿
北
幷
西
一。
自
レ
南
下
御
。〔
内
侍
取
二
剣
璽
一
置
二
白
木
床
子
上
一。〕
大
刀
契
鈴

等
可
レ
置
二
於
廻
立
殿
坤
角
壇
上
一。
入
御
之
後
殊
禁
二
高
聲
一。

（
中
略
）
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次
渡
二
御
大
嘗
宮
一。
其
道
大
蔵
省
舗
二
二
幅
布
単
一。〔
其
宮
中
地
舗
二
八
幅
布
単
八
条
或
二
張
一
云
々
。〕
宮
内
輔
二
人
〔
兼
基
代
官
縫

殿
頭
信
俊
〕
左
右
膝
行
。
以
二
葉
薦
一
随
二
御
歩
一
敷
二
布
単
上
一。
掃
部
頭
雅
康
朝
臣
。
允
信
貞
以
上
二
人
従
レ
後
巻
レ
之
。〔
人
敢
不

レ
踏
。〕
主
上
先
例
徒
跣
。
而
童
帝
不
下
脱
二
御
絲
鞋
一
給
上。
又
不
レ
着
二
幞
頭
一。
車
持
朝
臣
一
人
〔
小
忌
垂
纓
〕
執
二
御
蓋
一。〔
件
蓋
。

御
腰
輿
蓋
也
。〕
子
部
宿
禰
・
笠
取
直
張
二
御
笠
綱
一。〔
細
鷰
尾
老
懸
。
退
起
白
布
袴
。
伊
知
比
脛
巾
。〕
共
膝
行
趣

（
解
カ
）二

弓
箭
剣
一
執
二

御
蓋
綱
一。
御
剣
璽
信
通
朝
臣
・
忠
宗
取
レ
之
。〔
左
近
次
将
執
二
御
剣
一
右
近
次
将
執
二
御
璽
一
候
二
前
後
一。
不
レ
脱
二
老
懸
一。
即
解
二
弓

箭
幷
剣
等
一。〕
次
摂
政
大
臣
〔
解
レ
剣
把
レ
笏
。〕
率
二
中
臣
〔
祭
主
親
定
朝
臣
。〕
忌
部
一
〔
兼
衡
並
小
忌
。〕
在
御
前
。〔
大
臣
在
二
中
央
一。

中
臣
祭
主
親
定
在
レ
左
。
忌
部
大
皇

（
マ
マ
）

大
（
マ
マ
）后

宮
属
兼
衡
在
レ
右
。
承
保
右
大
臣
自
二
右
方
布
単
上
一
行
レ
之
。
依
二
北
山
抄
幷
御
即
位
時
御

前
命
婦
例
一
歟
。
但
自
レ
地
可
レ
行
由
見
二
後
朱
雀
院
御
記
一。〕
御
巫
〔
小
忌
束
帯
。
袍
赤
絹
稾
文

（
窠
カ
）

。〕
猿
女
左
右
前
行
。〔
平
帽
子
赤

絹
唐
衣
〕
次
主
殿
官
人
二
人
〔
允
貞
道
。
属
有
俊
。〕
秉
レ
燭
照
レ
路
二
在
左
右
一。
自
二
大
嘗
宮
北
門
一
入
。
経
二
悠
紀
殿
西
布
単
上
一。

自
二
南
面
一
褰
二
蘆
簾
一
入
御
。
経
二
神
座
西
北
一
着
御
。
如
二
東
座
少
巽
一。〔
相
伝
云
。
摂
政
入
二
神
座
内
一
関
白
不
レ
入
云
々
。〕
此
間

発
二
稲
舂
歌
一。〔
八
女
舂
レ
之
。〕
装
束
如
二
女
官
一。
炊
二
神
膳
一
料
二
理
神
膳
一
稲
実
翁
鑽
レ
火
。〔
着
二
帽
子
一。
装
束
如
二
鷹
飼
一。〕
忌
子

女
物
触
レ
手
。
装
束
如
二
御
巫
一。
次
小
忌
群
官
着
二
其
座
一。〔
王
卿
経
二
大
嘗
宮
東
辺
一
就
レ
之
。
西
面
北
上
。
弁
・
少
納
言
幷
侍
従
等

同
就
二
此
座
一。
大
忌
人
不
レ
入
二
大
嘗
宮
幷
廻
立
殿
一。〕
次
璽
剣
。
近
衛
将
立
在
二
神
殿
南
簀
子
一。（
後
略
）

『
天
仁
大
嘗
会
記
』
は
、
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
一
月
に
斎
行
さ
れ
た
鳥
羽
天
皇
の
大
嘗
祭
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
で
、
大
江
匡
房

の
日
記
で
あ
る
『
江
記
』
の
一
部
で
あ
る
。
右
の
記
録
に
よ
る
と
、
鳥
羽
天
皇
が
内
裏
の
紫
宸
殿
に
出
御
さ
れ
、
鳳
輦
に
乗
御
さ
れ
る
時
に

は
内
侍
が
剣
璽
を
奉
じ
て
い
る
が
、
悠
紀
殿
へ
の
渡
御
の
際
に
は
、
藤
原
信
通
と
藤
原
忠
宗
が
奉
じ
て
い
る
。
こ
の
時
、
信
通
は
左
近
衛
中

将
（
24
）、

忠
宗
は
左
近
衛
少
将
（
25
）で

あ
っ
た
。
鳥
羽
天
皇
が
悠
紀
殿
に
入
御
の
後
は
、
悠
紀
殿
の
南
簀
子
に
信
通
と
忠
宗
が
剣
璽
を
奉
じ
て
伺
候
し

て
い
た
。
こ
の
記
述
か
ら
類
推
す
る
に
、
璽
筥
が
見
え
な
い
こ
と
が
い
さ
さ
か
気
に
な
る
が
、『
西
宮
記
』
で
近
衛
中
将
が
奉
じ
て
い
た
御
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剣
は
、
通
常
の
佩
刀
で
は
な
く
宝
剣
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
掲
の
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
の
『
北
山
抄
』
頭
注
に
は

寛
弘
九
年
の
例
か
ら
は
、
近
衛
中
将
に
よ
っ
て
剣
璽
の
動
座
が
奉
仕
さ
れ
た
が
、
内
侍
は
御
衾
を
奉
る
た
め
に
神
殿
に
伺
候
し
て
い
る
な
ら

ば
御
筥
（
璽
筥
）
は
悠
紀
殿
に
は
動
座
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
御
剣
の
み
が
見
え
る
『
西
宮
記
』
の
記
述
と
も
類
似
し
よ
う
。

先
述
の
と
お
り
、『
西
宮
記
』
原
撰
本
の
成
立
は
、
天
徳
・
応
和
年
間
（
九
五
七
～
九
六
四
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
26
）、

撰
者
で
あ
る
源

高
明
が
天
元
五
年
（
九
八
二
）
に
六
十
九
歳
で
薨
去
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
27
）、

延
喜
十
四
年
（
九
一
四
）
の
生
誕
で
あ
り
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）

に
従
四
位
上
に
直
叙
さ
れ
た
こ
と
（
28
）か

ら
推
察
し
て
、
高
明
自
身
が
奉
仕
・
参
列
し
『
西
宮
記
』
撰
述
の
参
考
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
承
平

二
年
（
九
三
二
）
の
朱
雀
天
皇
大
嘗
祭
と
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
の
村
上
天
皇
大
嘗
祭
に
お
い
て
は
、
す
で
に
内
侍
で
は
な
く
近
衛
中
将
の

奉
仕
に
よ
っ
て
大
嘗
宮
へ
の
剣
璽
動
座
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

大
嘗
宮
へ
の
剣
璽
の
動
座
は
、
藤
原
実
資
や
藤
原
公
任
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
内
侍
が
奉
仕
す
る
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
前
掲
の
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
北
山
抄
』
の
頭
注
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、
大
嘗
宮
へ
の
剣
璽
動
座
は
少
な
く
と
も
仁
和
四
年

（
八
八
八
）
の
宇
多
天
皇
大
嘗
祭
ま
で
は
遡
れ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
に
関
連
し
て
、
辰
日
節
会
に
お
け
る
忌
部
氏
の
神
璽
の
鏡
剣
奉
上
の
儀
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て

は
な
る
ま
い
。
こ
の
儀
は
、
も
と
は
神
祇
令
に
規
定
さ
れ
た
古
い
即
位
式
の
あ
り
方
（
29
）で

、
桓
武
天
皇
大
嘗
祭
の
頃
ま
で
に
は
辰
日
節
会
の
前

段
行
事
と
し
て
定
着
し
（
30
）、

天
長
十
年
（
八
三
三
）
の
仁
明
天
皇
大
嘗
祭
以
降
は
実
際
に
は
奉
上
さ
れ
ず
、
其
の
詞
の
み
が
奏
上
さ
れ
た
と
い

う
（
31
）。

こ
れ
は
第
一
節
で
述
べ
た
、
行
幸
に
は
剣
璽
が
伴
う
と
い
う
こ
と
が
平
安
時
代
の
原
則
で
あ
っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
い
つ
か
ら
そ
の

原
則
が
確
立
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。

『
北
山
抄
』
践
祚
抄
、
大
嘗
会
事
、
辰
日

忌
部
奉
二
神
璽
鏡
剣
一。
共
退
出
。〔
群
臣
起
。
式
云
。
天
長
以
来
此
事
停
止
。
清
涼
抄
云
。
近
代
不
レ
給
二
此
神
璽
一。
只
奏
二
其
詞
一。
而

平
安
時
代
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
に
つ
い
て
（
佐
野
）
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寛
平
以
後
記
文
。
忌
部
惣
不
二
参
入
一。
天
慶
記
云
。
頼
基
申
云
。
件
鏡
剣
。
自
二
御
所
一
蹔
下
令
レ
奉
レ
之
。
而
天
長
式
。
奏
下
輒
給
二
重

物
一。
非
𦌨
無
二
事
危
一
者
。
其
後
忌
部
雖
レ
申
不
レ
給
。〕

『
北
山
抄
』
が
引
用
す
る
「
天
慶
記
」
に
よ
れ
ば
、
大
中
臣
頼
基
（
32
）が

申
す
に
は
、
忌
部
が
奉
る
鏡
剣
は
、
御
所
（
内
裏
）
か
ら
し
ば
ら
く

の
間
、
下
さ
れ
お
か
れ
て
奉
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
天
長
式
で
は
、
た
や
す
く
重
物
を
給
わ
る
こ
と
は
危
う
い
こ
と
が
無
い
わ
け

で
は
な
い
（
危
険
で
あ
る
）
と
い
う
奏
上
が
な
さ
れ
、
忌
部
が
鏡
剣
を
給
わ
る
こ
と
を
申
し
て
も
、
給
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

忌
部
が
内
裏
か
ら
鏡
剣
を
給
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
儀
式
』
践
祚
大
嘗
祭
儀
（
33
）で

は
、
十
一
月
卯
日
の

戌
刻
（
午
後
八
時
頃
）
に
天
皇
が
廻
立
殿
に
出
御
さ
れ
る
。
悠
紀
殿
の
供
饌
は
、
亥
一
刻
（
午
後
九
時
頃
）
に
始
ま
り
亥
四
刻
（
午
後
十
時
半
頃
）

に
終
わ
り
、
天
皇
は
廻
立
殿
に
還
御
さ
れ
る
。
主
基
殿
の
供
饌
は
、
辰
日
の
寅
一
刻
（
午
前
三
時
頃
）
に
始
ま
り
寅
四
刻
（
午
前
四
時
頃
）
に

終
わ
り
、
卯
一
刻
（
午
前
五
時
頃
）
に
廻
立
殿
へ
と
還
御
さ
れ
、
御
服
を
改
め
ら
れ
た
天
皇
は
内
裏
に
一
度
還
御
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
皇

は
辰
二
刻
（
午
前
七
時
半
頃
）
に
豊
楽
院
へ
行
幸
さ
れ
、
辰
日
節
会
に
臨
ま
れ
る
。
大
中
臣
頼
基
が
申
す
通
り
に
、
内
裏
か
ら
鏡
剣
が
忌
部

に
対
し
て
下
し
お
か
れ
る
な
ら
ば
、
天
皇
が
内
裏
に
還
御
さ
れ
た
わ
ず
か
な
間
に
行
わ
れ
た
と
想
定
し
て
も
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
は
あ
る

ま
い
。

『
儀
式
』
践
祚
大
嘗
祭
儀
の
「
忌
部
奉
二
神
璽
之
鏡
剣
一
」
と
い
う
、
一
連
の
儀
礼
の
所
作
な
ど
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、『
儀

式
』
奏
御
卜
儀
や
譲
国
儀
で
は
、
奏
文
や
譲
位
宣
命
は
大
臣
か
ら
内
侍
を
通
じ
て
天
皇
が
奏
覧
し
て
い
る
の
で
（
34
）、

こ
の
場
合
も
鏡
剣
は
忌
部

か
ら
内
侍
を
通
じ
て
天
皇
に
奉
る
と
い
う
流
れ
が
想
定
で
き
、
忌
部
に
内
裏
か
ら
鏡
剣
を
給
わ
る
場
合
で
も
天
皇
か
ら
内
侍
を
通
じ
て
給

わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
、
天
皇
が
内
裏
に
還
御
さ
れ
た
わ
ず
か
な
時
間
だ
け
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
大
中
臣
頼
基
の
申
す
通
り
に
、
忌
部
が
内
裏
か
ら
鏡
剣
を
給
わ
っ
た
と
す
る
と
、
天
皇
の
豊
楽
院
へ
の
行
幸
で
は
、
鳳
輦
に
宝
剣
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が
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
る
。『
儀
式
』
践
祚
大
嘗
祭
儀
で
は
、
豊
楽
院
に
行
幸
さ
れ
、
し
ば
ら
く
清
暑
堂
に
留
ま
ら
れ
た
後
、

豊
楽
殿
の
悠
紀
御
帳
に
出
御
さ
れ
る
次
第
に
な
っ
て
お
り
、
清
暑
堂
に
お
い
て
鏡
剣
を
給
わ
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
指
摘
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
天
神
寿
詞
を
奏
上
す
る
神
祇
官
の
中
臣
は
儀
鸞
門
の
東
戸
で
あ
る
高
陽
門
か
ら
入
場
し
て
お
り
、
忌
部
も
中
臣
と
共
に
同

門
か
ら
入
場
し
た
と
考
え
れ
ば
、
短
時
間
で
の
清
暑
堂
か
ら
高
陽
門
ま
で
の
移
動
は
難
し
く
、
ま
た
「
自
二
御
所
一
蹔
下
令
レ
奉
レ
之
」
と
い

う
記
述
と
も
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
鏡
剣
は
内
裏
に
お
い
て
下
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鏡
剣
の
奉
上
が
行
わ
れ
て

い
た
天
長
以
前
の
例
で
は
、
豊
楽
院
行
幸
の
た
め
の
鳳
輦
に
は
宝
剣
が
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』
で
は
、
内
裏
に
一
度
還
御
す
る
こ
と
な
く
、
朝
堂
院
か
ら
豊
楽
院
へ
と
遷
御
す
る
次
第
と
な
っ
て
い
る
（
35
）。

こ
れ

は
細
か
な
変
化
で
あ
る
が
、
剣
璽
の
動
座
を
考
え
る
と
き
に
重
要
な
変
化
で
あ
る
。『
儀
式
』
践
祚
大
嘗
祭
儀
は
、
神
璽
の
鏡
剣
を
忌
部
に

下
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
卯
日
神
事
の
後
に
一
度
内
裏
へ
還
御
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』
で
は
、
天
長
の
仁

明
天
皇
大
嘗
祭
以
後
は
、
忌
部
に
鏡
剣
を
下
す
こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
内
裏
に
還
御
す
る
必
要
は
無
く
、
実
情
に
合
わ
せ
て
朝
堂
院
か

ら
豊
楽
院
に
直
接
遷
御
す
る
次
第
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
さ
ら
な
る
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
が
、
先
述
の
通
り
、
天
長
以
前
の
忌
部
に
鏡
剣
が
下
さ
れ
る
時
代
の
大
嘗
祭
で
は
、
辰
日
に
豊
楽

院
に
行
幸
す
る
天
皇
の
鳳
輦
に
は
、
宝
剣
が
乗
っ
て
い
な
い
と
想
定
さ
れ
、
常
に
天
皇
と
と
も
に
剣
璽
が
動
座
す
る
こ
と
は
未
確
定
の
時
期

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
大
嘗
祭
の
儀
式
次
第
の
変
化
よ
り
推
察
す
れ
ば
、
仁
明
天
皇
大
嘗
祭
か
ら
鏡
剣
の
奉
上
が
停
止
さ

れ
て
以
降
に
、
天
皇
と
剣
璽
動
座
と
の
関
係
が
明
確
に
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
平
安
時
代
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
。
本
稿

の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
に
お
い
て
天
皇
の
出
御
を
伴
う
儀
礼
を
比
較
す
る
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
剣
璽
を
伴
っ
て
出

御
す
る
儀
礼
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
古
記
録
を
参
照
す
れ
ば
、
天
皇
の
出
御
に
伴
っ
て
剣
璽
が
動
座
し
て
い
る
事
例
が
確
認
で

き
、
儀
式
次
第
の
変
化
の
み
で
は
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』
の
行
幸
儀
に
お
い
て
、
天
皇
が
御
輿
に
乗

御
さ
れ
る
時
に
は
、
ま
ず
宝
剣
を
御
輿
の
中
に
置
き
、
天
皇
の
乗
御
の
後
に
璽
が
置
か
れ
る
と
い
う
記
述
に
着
目
す
れ
ば
、
内
裏
か
ら
行
幸

を
伴
う
儀
礼
に
お
い
て
は
、
天
皇
が
乗
御
さ
れ
る
御
輿
に
剣
璽
は
必
ず
同
輿
し
、
そ
の
儀
礼
に
は
剣
璽
が
動
座
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
個

別
の
儀
礼
に
剣
璽
動
座
の
記
述
が
無
く
て
も
、
剣
璽
は
動
座
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
特
に
、
元
日
節
会
の
よ
う
に
本
来
は
内
裏
以

外
の
場
所
で
行
っ
て
い
た
儀
礼
が
内
裏
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
天
皇
の
紫
宸
殿
出
御
に
も
剣
璽
を
伴
う
よ
う
に
な
り
、
内

裏
の
中
の
移
動
も
剣
璽
を
と
も
な
う
場
合
に
は
、
行
幸
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
し
た
。

『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
十
四
日
、
十
五
日
条
か
ら
は
、
藤
原
実
資
と
藤
原
公
任
の
剣
璽
動
座
に
対
す
る
認
識
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
内
裏
に
お
け
る
天
皇
出
御
の
時
に
は
剣
璽
を
持
つ
者
も
天
皇
と
同
じ
筵
道
を
歩
く
こ
と
、
剣
璽
は
天
皇
と

離
れ
る
こ
と
な
く
常
に
天
皇
と
共
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
認
識
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
確
立
す
る
の
か
を
考
え
る
と
、
大
嘗
祭
辰
日
節
会
に
お
け
る
忌
部
の
神
璽
の
鏡
剣
奉
上
の
儀
の
停
止
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
天
長
以
前
の
忌
部
に
鏡
剣
が
下
さ
れ
る
時
代
の
大
嘗
祭
で
は
、
卯
日
神
事
の
終
了
後
に
天
皇
は
一
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度
内
裏
に
還
御
さ
れ
、
そ
の
間
に
忌
部
に
対
し
て
鏡
剣
が
下
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
辰
日
節
会
の
た
め
に
豊
楽
院
に
行
幸
す
る
天
皇
の
鳳
輦

に
は
、
宝
剣
が
乗
っ
て
い
な
い
と
想
定
さ
れ
る
。
少
な
く
と
も
大
嘗
祭
の
儀
式
次
第
の
変
化
よ
り
推
察
す
れ
ば
、
仁
明
天
皇
大
嘗
祭
か
ら
鏡

剣
の
奉
上
が
停
止
さ
れ
て
以
降
に
、
天
皇
と
剣
璽
動
座
と
の
関
係
が
明
確
に
確
立
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
の
神
器
に
つ
い
て
は
、
史
料
も
少
な
く
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
も
多
い
。
今
後
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多

い
が
、
本
稿
が
古
代
の
剣
璽
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
別
表
】
儀
式
書
に
見
る
剣
璽
の
動
座

※
空
欄
は
、
儀
式
次
第
の
記
載
は
あ
る
が
、
出
御
に
際
し
て
剣
璽
等
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
場
合
。
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璽
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儀
礼
名

場

面

『
西
宮
記
』

『
北
山
抄
』

『
江
家
次
第
』

1
四
方
拝

清
涼
殿
東
庭

出
御

寅
一
刻
出
御
、〔
黄
櫨
御
袍
。〕蔵
人
頭
候
二
御
裾
一、

近
衛
次
将
取
二
御
剣
一、前
行
。〔
入
二
屏
風
一
給
後
、

候
二
屏
風
外
一。〕

※
通
常
の
御
剣
。（

巻
一
、
正
月
甲
、
四
方
拝
事
）

出
御
、〔
黄
櫨
。〕
近
衛
次
将
取
二
昼
御
座
御
剣
一

前
行
。

※
通
常
の
御
剣
は
、昼
御
座
の
御
剣
の
こ
と
。

（
巻
一
、
正
月
甲
、
又
説
四
方
拝
事
）

2
朝
拝

（
元
日
朝
賀
儀
）

南
殿
渡
御

天
皇
御
二
南
殿
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
〔
剣

在
二
御
前
一。
璽
在
二
御
後
一。〕

（
恒
例
第
一
、
正
月
、
朝
拝
）
次
第
の
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

鳳
輦
乗
御

進
二
鳳
御
輿
一。（
中
略
）
次
将
〔
中
将
〕
開

レ
輦
。〔
内
侍
置
二
剣
輦
中
一。〕
天
皇
御
レ
之
。

〔
大
将
警
蹕
。
以
二
璽
匣
一
置
二
輦
中
一。〕

（
恒
例
第
一
、
正
月
、
朝
拝
）

主
殿
寮
撤
二

御
輿
覆
一。
次
将
開
二

輦
戸
一。
内

侍
置
二
御
剣
於
輦
中
一。（
中
略
）
即
駕
二
御
輿
一、

（
中
略
）
次
璽
筥
授
二
初
人
一、
令
レ
置
二
左
辺
一。

（
巻
八
、
大
将
儀
、
朝
賀
）
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2
朝
拝

（
元
日
朝
賀
儀
）

鳳
輦
下
御

御
二
大
極
殿
後
房
一。〔
内
侍
取
二
御
剣
一
如
二

置
儀
一。〕

（
恒
例
第
一
、
正
月
、
朝
拝
）
次
第
の
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

大
極
殿
出
御

天
皇
就
二
高
座
一。〔（
中
略
）
内
侍
二
人
着
二

礼
服
一、
持
二
神
璽
等
一
、
列
二
左
右
一。〕

（
恒
例
第
一
、
正
月
、
朝
拝
）

天
皇
御
二
高
座
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
（
中
略
）

取
二
御
剣
・
璽
筥
一、候
二
御
前
左
右
一。
御
座
定
、

置
二
剣
璽
於
御
座
左
辺
一。

（
巻
三
、
拾
遺
雑
上
、
朝
賀
事
）

3
元
日
節
会

南
殿
渡
御

天
皇
御
二
南
殿
一。〔（
中
略
）
内
侍
二
人
持
二

神
璽
・
宝
剣
一
立
二
前
後
一、出
御
置
二
机
上
一。〕

（
恒
例
第
一
、
正
月
、
節
会
）

天
皇
渡
二
御
南
殿
。〔
経
二
長
橋
一
入
レ
自
二
南
殿
乾

戸
一、
内
侍
二
人
持
二
璽
・
剣
一。（
後
略
）〕

（
巻
一
、
正
月
甲
、
元
日
宴
会
）

天
皇
出
御

天
皇
出
御
〔（
中
略
）
内
侍
置
二
御
剣
筥
等

於
東
机
上
一。〕（

恒
例
第
一
、
正
月
、
節
会
）

天
皇
著
二
御
帳
中
倚
子
一、（
中
略
）
内
侍
置
二
璽
・

剣
於
東
机
一。〔
南
レ
柄
、
東
レ
刃
。〕

（
巻
一
、
正
月
甲
、
元
日
宴
会
）

4
朝
覲
行
幸

御
休
所
渡
御

行
幸
如
レ
常
。〔御
二
鳳
輦
一。〕（
中
略
）
御
二

休
所
一。〔
内
侍
持
二

御
剣
等
一。
或
次
将
可

レ
持
。〕（

恒
例
第
一
、
正
月
、
三
日
朝
覲
）

行
幸
之
儀
、
同
二
元
日
一。(中
略
）〔
延
喜
十
六

年
、
別
有
レ
命
御
手
輿
入
御
。
左
右
大
将
在
二

御
前
一、
左
右
中
将
候
二
御
剣
・
璽
筥
一。
自
余

次
将
候
二
御
輿
傍
一。〕（巻

八
、
大
将
儀
、
朝
覲
）

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

5
七
日
節
会

天
皇
出
御

天
皇
著
二
御
帳
中
倚
子
一、（
中
略
）
内
侍
置
二
璽
・

剣
於
東
机
一。

（
巻
二
、
正
月
乙
、
七
日
節
会
）

6
女
踏
歌

（
踏
歌
節
会
）
南
殿
出
御

天
皇
二
渡
御
南
殿
一。
内
侍
二
人
持
二
璽
・
剣
一。

（
巻
三
、
正
月
丙
、
踏
歌
）

7
賭
弓

天
皇
出
御

出
御
、〔
出
居
称
二
警
蹕
一。〕
内
侍
置
二
璽
・
剣
於

南
置
物
机
一。〔
南
レ
刃
西
レ
柄
。〕

（
巻
三
、
正
月
丙
、
賭
射
）

儀
礼
名

場

面

『
西
宮
記
』

『
北
山
抄
』

『
江
家
次
第
』
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8
殿
上
賭
弓

天
皇
出
御

次
宸
儀
渡
二
御
於
弓
場
殿
一。〔
御
装
束
縫
腋
袍
・

桜
下
重
。〕
内
侍
持
二
璽
・
剣
一
候
二
前
後
一
如
レ
恒
。

（
巻
十
九
、
殿
上
賭
弓
事
）

9
賀
茂
祭

（
宮
中
の
儀
）

天
皇
出
御

御
出
。〔
置
二
御
剣
一。〕
内
侍
出
。

※
通
常
の
御
剣

（
恒
例
第
二
、
四
月
、
賀
茂
祭
事
）
こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

天
皇
入
御

内
侍
取
二
御
剣
一。
天
皇
入
御
。

（
恒
例
第
二
、
四
月
、
賀
茂
祭
事
）
こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

10
神
今
食

（
中
院
儀
）

神
嘉
殿
行
幸

天
皇
御
二
南
殿
一。〔
着
二
帛
御
衣
一。〕（
中
略
）

内
侍
持
二

璽
・
御
剣
等
一

立
二

左
右
一。（
中

略
）中
将
開
レ
戸
。
内
侍
入
レ
剣
。
次
乗
御
。

次
入
二
璽
筥
一
閇
レ
戸
。（

臨
時
第
五
、
行
幸
）

戌
時
、
御
二
腰
輿
一、
幸
二
中
院
一、
内
侍
司
印
櫃
、

〔
以
レ
此
称
二
契
櫃
一
之
由
、
見
二
天
徳
四
年
御

記
一。〕
幷
鈴
韓
櫃
、〔
不
レ
奏
。〕
持
候
如
レ
常
、

〔
但
太
刀
不
レ
候
。〕

（
巻
二
、
年
中
要
抄
下
、
六
月
、
神
今
食
事
）

戌
時
御
二
腰
輿
一
幸
二
中
和
院
一、
内
侍
司
印
櫃
幷

鈴
韓
櫃
〔
不
レ
奏
。〕
持
候
如
レ
常
。〔但
大
刀
不

レ
候
。〕

（
巻
七
、
六
月
、
神
今
食
次
第
）

神
殿
入
御

南
殿
還
御

11
相
撲
節
会

（
内
取
）

天
皇
出
御

前
二
日
、有
二
内
取
事
一。
於
二
仁
寿
殿
一
覧
レ
之
。

〔
御
二

大
庄
子
御
座
一。〔
或
立
二

御
倚
子
一、
次

将
持
二
御
剣
一。
候
二
大
将
南
一。〕
※
通
常
の
御

剣
か

（
巻
二
、
年
中
要
抄
下
、
七
月
、
相
撲
召
合
事
）

若
御
二

倚
子
御
座
一

者
、
次
将
持
二

御
剣
一、

候
二
大
将
座
南
一。
※
通
常
の
御
剣
か

（
巻
八
、
大
将
儀
、
相
撲
召
合
）

相
撲
節
会

（
大
節
）

武
徳
殿
行
幸

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

還
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。
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11
相
撲
節
会

（
節
代
）

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

相
撲
節
会

（
召
合
）

南
殿
出
御

巳
尅
御
二

南
殿
一。（
中
略
）
内
侍
取
二

剣
・
璽
一

候
二
前
後
一。

（
巻
八
、
七
月
、
相
撲
召
合
）

相
撲
節
会

（
相
撲
御
覧
、

抜
出
）

南
殿
出
御

時
尅
渡
二
御
南
殿
一。〔
儀
如
レ
昨
。〕

（
巻
八
、
七
月
、
相
撲
抜
出
）

相
撲
節
会

（
仁
寿
殿
東

庭
例
）

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

時
尅
渡
二
御
於
仁
寿
殿
一。〔
黄
櫨
染
。〕
内
侍
取
二

剣
・
璽
一
候
二
前
後
一。

（
巻
七
、
七
月
、
仁
寿
殿
東
庭
相
撲
）

12
釈
奠

（
内
論
議
）

南
殿
出
御

天
皇
御
二

南
殿
一

著
二

帳
中
御
座
一。〔
内
侍
二
人

取
二
剣
・
璽
一
候
二
前
後
一、
装
束
同
二
四
月
旬
一。
命

婦
四
人
、
蔵
人
四
人
相
従
。〕

（
巻
八
、
八
月
、
釈
奠
後
朝
）

13
射
場
始

射
場
渡
御

出
御
、（
中
略
）
置
二

御
剣
於
南
机
一。〔
西
レ

柄
、

南
レ
刃
。〕

※
通
常
（
昼
御
座
）
の
御
剣
か

（
巻
九
、
十
月
、
射
場
始
）

14
新
嘗
祭

中
和
院
行
幸

次
第
の
記
載
な
し
。

戌
一
点
天
皇
御
二
南
殿
一。（
中
略
）
内
侍
持
二
璽
・

剣
等
一
立
二
左
右
一。
小
忌
王
卿
列
二
庭
東
辺
一
倚
二

御
輿
一。（
中
略
）
女
官
予
持
二

大
刀
・
契
櫃
一、

置
二
殿
西
南
縁
一。（
中
略
）
主
殿
官
人
取
二
御
輿

𥝤
一。〔
判
官
以
上
。〕
内
侍
進
二
御
剣
一。
乗
御
。〔諸

衛
不
レ
称
二
警
蹕
一。〕
内
侍
進
二
御
璽
一。

（
巻
十
、
十
一
月
、
新
嘗
祭
）
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礼
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15
新
嘗
会

（
豊
明
節
会
）
南
殿
出
御

時
剋
天
皇
渡
二
御
南
殿
一、
内
侍
二
人
持
二
璽
・
剣
一。

（
巻
十
、
十
一
月
、
新
嘗
節
会
次
第
）

16
内
侍
所
御
神
楽

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

時
尅
出
三
御
自
二
額
間
一、〔
位
袍
、
草
鞋
。〕
近
衛

次
将
取
二
御
剣
一
前
行
。

※
通
常
の
御
剣

（
巻
十
一
、
十
二
月
、
内
侍
所
御
神
楽
事
）

17
行
幸

(八
省
院
行
幸
)
南
殿
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

18
行
幸

（
京
内
）

朝
覲
行
幸
時

元
正
、幸
二
太
天
皇
及
母
后
宮
一
者
、（
中
略
）

到
二
中
門
外
一、停
二
御
輿
一
降
御
。中
将
持
二

神
璽
一、
先
御
宿
所
一。（

臨
時
第
五
、
行
幸
）

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

19
行
幸

南
殿
出
御

行
幸
之
時
、（
中
略
）宸
儀
欲
レ
御
レ
輿
之
間
、

上
臈
中
将
開
二
御
輿
戸
一。(中
略
)次
内
侍
奉

レ
置
二
宝
剣
一。〔
令
三
剣
頭
在
二
御
之
右
方
一、

令
三

尾
在
二

左
方
一。
但
、以
刃
可
レ

向
レ
外

也
。〕
宸
儀
駕
御
。
内
侍
等
奉
レ
置
二
神
璽
一。

（
臨
時
第
六
、左
右
近
衛
将
事
、行
幸
時
事
）

主
殿
寮
撤
二
御
輿
覆
一。
上
﨟
次
将
開
二
輦
戸
一。

〔
置
二
璽
筥
後
一
閇
レ
之
。〕
自
余
臥
レ
弓
跪
候
。

内
侍
置
二
御
剣
於
輦
中
御
前
一。〔
右
頭
外
刃
。

旧
例
、
後
置
レ
之
云
々
。〕
即
御
レ
輿
、（
中
略
）

次
璽
筥
伝
二
授
初
人
一
令
レ
置
二
左
辺
一。

（
巻
九
、
羽
林
抄
、
行
幸
）

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

20
斎
王
群
行

八
省
院
行
幸

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

次
行
幸
。〔
无
二
鈴
奏
一。
不
二
警
蹕
一。
依
二
騎
馬
行

幸
一

可
レ

候
二

大
刀
・
契
等
一。〕（
中
略
）
次
宸
儀

渡
二
御
大
極
殿
一、（
中
略
）
神
璽
・
剣
等
留
二
小

安
殿
一、
令
三
掌
侍
一
人
守
二
護
之
一。〔
延
久
例
。〕

（
巻
十
二
、
神
事
、
斎
王
群
行
）

21
天
皇
譲
位

先
帝
南
殿

出
御

天
皇
御
二
南
殿
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
〔
執
二

神
璽
・
宝
剣
一
候
。〕

（
臨
時
七
、
天
皇
譲
位
事
）

天
皇
御
二
南
殿
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
執
二
神
璽
・

宝
剣
一
候
。

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
譲
位
）
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21
天
皇
譲
位

新
帝
践
祚

新
帝
下
拝
舞
。〔
中
略
。
内
侍
等
以
二
神
璽

等
一
相
従
。
新
帝
就
二
御
在
所
一
奉
レ
置
。

（
臨
時
七
、
天
皇
譲
位
事
）

今
上
降
レ
従
二
南
階
一、
去
レ
階
一
許
丈
、
北
向

当
二
階
中
央
一
拝
舞
、
畢
東
行
、
還
二
御
休
所
一。

（
中
略
）
内
侍
二
人
〔
典
侍
・
掌
侍
各
一
人
。〕

持
二
神
璽
・
宝
剣
一
候
二
前
後
一。〔
今
上
降
二
南

階
一
之
間
、
内
侍
降
二
東
階
一、
待
二
侍
還
御
一。〕

（
巻
五
、
践
祚
抄
、
譲
位
事
）

新
帝
下
拝
舞
。（
中
略
）
内
侍
等
以
二
神
璽
等
一

相
従
。

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
譲
位
）

天
皇
譲
位
之
時
、
令
二

内
侍
二
人
一

被

レ
渡
下
奉
神
璽
・
宝
剣
於
新
帝
上。
但
、
先
帝

崩
之
時
、
大
臣
以
下
諸
卿
、
就
二
太
行
皇

帝
御
在
所
一、
受
二

取
神
璽
・
宝
剣
一、
令

レ
持
二
近
衛
少
将
一、
奉
二
新
皇
御
在
所
一。

（
臨
時
第
六
、
左
右
近
衛
将
事
、
天
皇
譲

位
之
事
）

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

22
譲
位
幼
主
儀

天
皇
（
新
帝
）

出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

若
御
二
別
所
一
者
。
大
臣
以
下
令
レ
賷
二
璽
・
剣
於

近
衛
次
将
一。
就
二
新
帝
御
所
一
進
レ
之
。
其
儀
如
二

行
幸
一。
昇
レ
自
二
昼
御
座
一。
入
二
夜
御
帳
一
置
レ
之
。

有
二
筵
道
一
〔
地
。〕

長
和
例
。
近
衛
者
縫
腋
・
壷
胡
籙
。
諸
衛
者
平

胡
籙
・
闕
腋
。

出
二
御
昼
御
座
一。〔
依
二
幼
稚
一
御
直
衣
歟
。〕

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
譲
位
）

23
建
礼
門
行
幸

南
殿
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

主
上
渡
二
御
南
殿
一、
帛
御
装
束
。（
中
略
）
内
侍

二
人
取
二
剣
・
璽
一
在
二
前
後
一。（
中
略
）
次
上
﨟

次
将
昇
伝
二

取
御
剣
一

置
二

輦
中
一。〔
先
開
二

輦

戸
一。〕
内
侍
渡
レ
剣
之
後
、
居
レ
璽
又
如
レ
此
。

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
建
礼
門
行
幸
）
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24
御
即
位

天
皇
出
御

天
皇
御
二
高
座
一。〔
命
婦
四
人
・
内
侍
取
二

神
璽
等
一
候
二
御
共
一。（

臨
時
七
、
御
即
位
）

天
皇
御
二
大
極
殿
高
座
一。（
中
略
）
内
侍
二
人

〔
同
着
二
礼
服
一。〕
持
二
御
剣
・
璽
匣
一、
候
二
御

前
左
右
一。〔
清
涼
抄
云
、
奉
レ
従
如
レ
常
。
是

可
レ

候
二

前
後
一

歟
。
而
延
長
八
年
指
図
如

レ
之
。
若
候
二

前
後
一、
可
レ

踏
二

緑
道
両
面
一。〕

御
座
定
、
置
二
剣
璽
御
座
左
辺
一
退
下
。

（
巻
五
、
践
祚
抄
、
即
位
事
）

天
皇
御
二

高
御
座
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
（
剣

在
二
御
前
左
一、
璽
在
二
御
前
右
一。〕
前
行
、〔
礼
服
。〕

以
二
剣
・
璽
一
置
二
御
座
辺
一、
却
候
二
帳
後
一。

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
即
位
）

25
御
禊

行
幸

出
御
之
時
、
无
二
警
蹕
・
鈴
奏
等
一、
候
二
大
刀

契
一。

（
巻
八
、
大
将
儀
、
大
嘗
会
御
禊
）

天
皇
御
二
紫
宸
殿
一。（
中
略
）
先
レ
是
掃
司
舁
二
出

大
刀
・
契
一、
置
二
西
二
間
簀
子
一。
内
侍
二
人
候
二

剣
・
璽
於
御
帳
西
辺
一。（
中
略
）
次
立
二
御
於
正

南
一、
内
侍
立
二
左
右
一。（
中
略
）
次
将
開
二
輦
戸
一、

内
侍
進
、
次
将
伝
二
取
剣
一
置
レ
之
。
天
皇
乗
御
。

〔
無
二
警
蹕
一。〕
次
置
二
璽
筥
一。

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
御
禊
）

天
皇
着
座

主
上
自
二
百
子
帳
後
方
一
入
御
。〔
近
衛
次
将
執
二

璽
・
剣
一。〕

（
巻
十
四
、
践
祚
上
、
御
禊
）

26
大
嘗
会
事

（
卯
日
行
幸
）

廻
立
殿
出
御

行
幸
之
間
、
无
二
警
蹕
等
儀
一。
但
、
候
二
大
刀

契
一。

（
巻
八
、
大
将
儀
、
大
嘗
会
）

御
二
廻
立
殿
一。
不
レ
奏
レ
鈴
、
持
二
候
大
刀
・
契
一、

同
候
。

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
卯
日
）

悠
紀
殿
出
御

御
二

悠
紀
殿
一。（
中
略
）
天
皇
入
レ

自
二

乾

方
一。〔
主
基
入
レ

自
二

巽
方
一。
中
将
持
二

御

剣
一。〕

（
臨
時
七
、
大
嘗
会
卯
日
行
幸
）

御
二

大
嘗
宮
一。（
中
略
）〔
内
侍
二
人
候
二

御

剣
・
璽
筥
一。
寛
和
。
次
将
候
レ
之
。〕

（
巻
五
、
践
祚
抄
、
大
嘗
会
事
、
卯
日
）

御
二

悠
紀
殿
一。（
中
略
）
内
侍
二
人
候
二

御
剣
・

璽
筥
一。
寛
和
次
将
候
レ
之
。
承
暦
次
将
二
人
執
。

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
卯
日
）

廻
立
殿
還
御
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26
大
嘗
会
事

（
卯
日
行
幸
）
清
暑
堂
遷
御

御
二

清
暑
堂
一。（
中
略
）
少
納
言
幷
左
右
将
監

自
二
殿
南
庇
一
進
二
大
刀
・
契
・
鈴
等
一。

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
辰
日
）

27
辰
日
節
会

悠
紀
御
帳
出

御

時
刻
出
御
。〔
位
服
。
内
侍
持
二

璽
・
剣
一。〈
剣

在
二
御
前
一、
璽
在
二
御
後
一。〉
蔵
人
奉
二
御
靴
・
式

筥
等
一、
命
婦
・
蔵
人
各
四
人
扈
従
。〕（
中
略
）

出
御
。〔
著
レ
靴
。
置
二
璽
・
剣
於
東
一、
置
二
式
於

西
一。
近
仗
称
レ
警
。〕

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
辰
日
）

主
基
御
帳

出
御

28
巳
日
節
会

悠
紀
御
帳

出
御

時
刻
出
御
。〔
位
服
。
内
侍
持
二

璽
・
剣
一。〈
剣

在
二
御
前
一、
璽
在
二
御
後
一。〉
蔵
命
婦
・
蔵
人
各

四
人
扈
従
。〕（
中
略
）出
御
。〔
著
レ
靴
。
置
二
璽
・

剣
於
東
一、
置
二
式
筥
於
西
一。
近
仗
称
レ
警
。〕

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
巳
日
）

主
基
御
帳

出
御

御
二
主
基
帳
一。〔
置
二
剣
・
璽
於
西
机
一、
置
二
式
於

東
一。
式
如
二
悠
紀
一。〕

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
巳
日
）

29
午
日
節
会

天
皇
出
御

天
皇
御
二

大
極
殿
一。〔
内
侍
取
二

璽
・
剣
一。〈
剣

在
二
御
前
一、
璽
在
二
御
後
一。〉
蔵
人
奉
レ
持
二
御
靴
・

式
筥
等
一、
命
婦
・
蔵
人
各
四
人
扈
従
。
蔵
人

持
二
位
記
筥
一。〕（
中
略
）天
皇
出
御
。（
著
二
御
靴
一、

置
二
剣
・
璽
於
東
机
一、
置
二
式
於
西
机
一。〕

（
巻
十
五
、
践
祚
下
、
大
嘗
会
午
日
）

儀
礼
名

場

面

『
西
宮
記
』

『
北
山
抄
』

『
江
家
次
第
』



註
（
1
）
戦
後
の
剣
璽
御
動
座
復
興
運
動
に
つ
い
て
は
、『
増
補
改
訂
近
代
神
社
神
道
史
』（
平
成
元
年
、
神
社
新
報
社
）、『
神
社
新
報
五
十
年
史
（
上
）』（
神

社
新
報
社
、
平
成
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
2
）
小
森
義
峯
「
剣
璽
御
動
座
の
合
憲
性
」（『
産
大
法
学
』
九

－

二
、
昭
和
五
十
年
）、
木
田
孝
朋
「「
剣
璽
御
動
座
の
儀
」
―
そ
の
威
儀
と
復
古
運
動
の

軌
跡
―
」（『
神
道
宗
教
』
一
六
八
・
一
六
九
、
平
成
九
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）
井
上
光
貞
「
古
代
の
王
権
と
即
位
儀
礼
」（
井
上
光
貞
著
作
集
五
『
古
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
九

年
）、
加
茂
正
典
『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
一
年
）、
拙
稿
「
譲
位
の
儀
に
お
け
る
剣
璽
の
渡
御
に
つ
い
て
―
平
安

時
代
の
事
例
を
中
心
に
―
」（『
神
道
史
研
究
』
六
十
六

－

二
、
平
成
三
十
年
）
な
ど
。

（
4
）
藤
森
馨
「
践
祚
と
即
位
」（『
悠
久
』
一
五
七
、
平
成
三
十
一
年
）、
井
上
氏
註
（
3
）
前
掲
書
。
な
お
、
光
仁
天
皇
が
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
月
三

日
に
皇
太
子
の
山
部
親
王
（
桓
武
天
皇
）
へ
譲
位
さ
れ
た
と
き
に
剣
璽
の
渡
御
儀
礼
が
成
立
し
た
と
す
る
研
究
に
、
柳
沼
千
枝
「
践
祚
の
成
立
と
そ

の
意
義
」（『
日
本
史
研
究
』
三
六
三
、
平
成
四
年
）、
高
森
明
勅
「
神
器
相
承
と
昇
壇
即
位
―
古
代
皇
位
継
承
儀
礼
に
お
け
る
連
続
性
と
非
連
続
性
―
」

（『
神
道
宗
教
』
一
五
五
、
平
成
六
年
）
が
あ
る
。

（
5
）
三
種
の
神
器
に
関
す
る
研
究
は
、
黛
弘
道
「
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』、
昭
和
五
十
七
年
）、
西
宮
一
民
「
三
種
の
神

平
安
時
代
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
に
つ
い
て
（
佐
野
）
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30
臨
時
競
馬

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

宸
儀
入
御
。〔
内
侍
二
人
進
取
二
御
剣
・
璽
一、
近

仗
警
蹕
等
如
レ
例
。〕

（
巻
十
九
、
臨
時
競
馬
事
）

31
御
覧
陸
奥
交

易
御
馬

天
皇
出
御

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

こ
の
儀
、
記
載
な
し
。

時
刻
出
御
。〔
御
直
衣
・
御
插
鞋
〕
近
衛
将
一
人

取
二
御
剣
一
前
行
。

※
通
常
の
御
剣

（
巻
十
九
、
御
覧
陸
奥
交
易
御
馬
事
）



器
に
つ
い
て
」（『
皇
學
館
大
学
紀
要
』
二
十
一
、
昭
和
五
十
八
年
）、
吉
田
研
司
「
熱
田
社
と
草
薙
剣
か
ら
み
た
三
種
の
神
器
成
立
の
一
側
面
」（
竹

内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
律
令
制
と
古
代
社
会
』、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
六
十
一
年
）、
松
前
健
「
三
種
の
神
器
論
」（
松
前
健
著
作

集
六
『
王
権
祭
祀
論
』、
お
う
ふ
う
、
平
成
十
年
、
初
出
は
平
成
四
年
）、
新
谷
尚
紀
『
伊
勢
神
宮
と
三
種
の
神
器
―
古
代
日
本
の
祭
祀
と
天
皇
』（
講

談
社
、
平
成
二
十
五
年
）、
小
林
宣
彦
「
古
代
の
皇
位
継
承
に
お
け
る
神
璽
に
つ
い
て
の
試
論
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
〇

－

十
一
、
令
和
元
年
）、

藤
森
馨
「
平
安
時
代
の
神
璽
観
」（『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
七
、
令
和
三
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
6
）『
儀
式
』
巻
五
の
譲
国
儀
で
は
、
譲
位
の
儀
の
後
に
、
内
侍
が
「
節
剣
」
を
持
っ
て
新
帝
に
追
従
し
、
諸
衛
は
警
蹕
を
行
い
、
少
納
言
一
人
が
大
舎
人

等
を
率
い
て
伝
国
璽
櫃
を
奉
持
し
て
追
従
、
少
納
言
一
人
が
大
舎
人
・
闈
司
を
率
い
て
鈴
・
印
鑰
を
奉
持
し
、
近
衛
少
将
が
近
衛
を
率
い
て
供
御
雑

器
を
奉
持
し
て
「
今
上
御
所
」
に
進

た
て
ま
つ

る
と
あ
り
、「
剣
璽
」
と
は
記
載
さ
れ
な
い
。

（
7
）
所
功
「『
西
宮
記
』
の
成
立
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）。

（
8
）『
西
宮
記
』
臨
時
第
六
、
左
右
近
衛
将
事
、
行
幸
時
事
。【
別
表
19
】
参
照
。

（
9
）『
北
山
抄
』
巻
三
、
拾
遺
雑
上
、
朝
賀
事
。【
別
表
2
】
参
照
。

（
10
）
和
田
萃
「
タ
カ
ミ
ク
ラ
―
朝
賀
・
即
位
儀
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
、
塙
書
房
、
平
成
七
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
九
年
）、

藤
森
健
太
郎
「
日
本
古
代
元
日
朝
賀
儀
礼
の
特
質
」（『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
平
成
三
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
11
）『
北
山
抄
』
巻
五
、
践
祚
抄
、
即
位
事
。【
別
表
24
】
参
照
。

（
12
）『
江
家
次
第
』
の
原
型
は
、
堀
河
天
皇
朝
の
寛
治
年
間
（
一
〇
八
七
～
一
〇
九
四
）
に
成
立
し
、
大
江
匡
房
の
晩
年
ま
で
編
纂
・
補
修
が
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
所
功
「『
江
家
次
第
』
の
成
立
」（『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
）。

（
13
）『
北
山
抄
』
巻
一
、
年
中
要
抄
上
、
正
月
、
元
日
節
会
事
。

（
14
）『
古
事
類
苑
』
帝
王
部
三
、
神
器
下
、
附
大
刀
契
の
解
説
を
参
照
。

（
15
）『
公
卿
補
任
』
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
条
。

皇
學
館
大
学
創
立
百
四
十
周
年
・
再
興
六
十
周
年
記
念
『
皇
学
論
纂
』
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（
16
）
大
江
匡
房
は
、
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
十
一
月
五
日
に
薨
去
し
て
い
る
（『
中
右
記
』
の
同
日
条
）。
註
（
12
）
参
照
。

（
17
）
拙
稿
「「
譲
国
儀
」
儀
式
文
の
成
立
と
変
遷
―
新
帝
の
上
表
を
中
心
に
―
」（『
神
道
史
研
究
』
六
十
五

－

二
、
平
成
二
十
九
年
）、
同
「
譲
位
の
儀
に

お
け
る
剣
璽
の
渡
御
に
つ
い
て
―
平
安
時
代
の
事
例
を
中
心
に
―
」（『
神
道
史
研
究
』
六
十
六

－

二
、
平
成
三
十
年
）。

（
18
）『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
九
日
条
。

（
19
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
二
月
四
日
条
に
「
元
慶
八
年
二
月
四
日
乙
未
。
太
上
天
皇
遷
二
御
二
条
院
一。
遜
二
皇
帝
位
一
焉
。
于
時
。
天

皇
在
二
東
二
条
宮
一。
親
王
公
卿
。
奉
二
天
子
璽
綬
神
鏡
宝
剣
等
一
」
と
あ
る
。

（
20
）
註
（
17
）
掲
載
の
拙
稿
参
照
。

（
21
）『
公
卿
補
任
』
永
祚
元
年
（
九
八
九
）
条
の
藤
原
実
資
尻
付
記
事
参
照
。

（
22
）『
公
卿
補
任
』
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
条
の
藤
原
公
任
尻
付
記
事
参
照
。

（
23
）
神
道
大
系
『
北
山
抄
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
四
年
）
の
解
題
（
所
功
氏
執
筆
）
を
参
照
。

（
24
）『
公
卿
補
任
』
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
条
の
藤
原
信
通
尻
付
記
事
参
照
。

（
25
）『
公
卿
補
任
』
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
条
の
藤
原
忠
宗
尻
付
記
事
参
照
。

（
26
）
註
（
7
）
参
照
。

（
27
）『
日
本
紀
略
』
天
元
五
年
（
九
八
二
）
十
二
月
十
六
日
条
。

（
28
）『
公
卿
補
任
』
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
条
の
源
高
明
尻
付
記
事
に
は
、「
延
木
八
十
一
廿
一
従
四
位
上
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
延
長
」
の
誤
り
で
あ

ろ
う
。

（
29
）『
神
祇
令
』
践
祚
条
に
「
凡
践
祚
之
日
。
中
臣
奏
二
天
神
之
寿
詞
一。
忌
部
上
二
神
璽
之
鏡
剣
一
」
と
あ
る
。

（
30
）
加
茂
正
典
「
大
嘗
祭
〝
辰
日
前
段
行
事
〟
考
」（『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』
所
収
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
一
年
、
初
出
は
昭
和
五
十
八
年
）。

（
31
）『
北
山
抄
』
践
祚
抄
、
大
嘗
会
事
、
辰
日
を
参
照
。

平
安
時
代
に
お
け
る
剣
璽
の
動
座
に
つ
い
て
（
佐
野
）
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（
32
）
大
中
臣
頼
基
は
、『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
よ
れ
ば
、
延
長
元
年
（
九
二
三
）
に
神
祇
少
祐
（『
群
書
類
従
』
五
に
所
収
の
『
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
は
「
延

喜
元
年
」
と
す
る
が
、『
祭
主
補
任
』
で
は
「
延
長
元
年
」
と
あ
り
、「
延
喜
」
は
「
延
長
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
）、
同
五
年
（
九
二
七
）
に
神
祇

権
大
祐
に
任
じ
ら
れ
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
に
卒
去
し
て
い
る
。
ま
た
、『
祭
主
補
任
』
で
は
、
承
平
三
年
（
九
三
三
）
に
神
祇
権
少
副
、
天
慶
二

年
（
九
三
九
）
に
祭
主
、
同
八
年
（
九
四
五
）
に
神
祇
大
副
に
転
じ
、
天
暦
十
年
（
九
五
六
）
に
七
十
三
歳
あ
る
い
は
七
十
六
歳
で
卒
去
し
た
と
伝

え
る
。「
天
慶
記
」
の
引
く
「
頼
基
」
に
あ
た
る
人
物
は
、
天
慶
年
間
に
は
大
中
臣
頼
基
以
外
に
該
当
す
る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
33
）
大
嘗
祭
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
訓
讀
註
釋

儀
式

踐
祚
大
嘗
祭
儀
』（
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
四
年
）
を
参
照
。

以
下
も
同
様
。

（
34
）『
儀
式
』
奏
御
卜
儀
に
「
内
侍
取
二
奏
文
一
奉
覧
」、
譲
国
儀
に
「
大
臣
称
唯
。
執
二
宣
命
文
一。
及
定
二
堪
二
宣
命
一
参
議
已
上
一
付
二
内
侍
一。

執

（
内
侍
、脱
カ
）

レ
之
奉

覧
」
と
あ
る
。

（
35
）『
西
宮
記
』
臨
時
七
、
大
嘗
会
卯
日
行
幸
に
「
事
了
御
二
廻
立
殿
一。
伴
・
佐
閇
二
大
嘗
宮
一。〔
中
臣
・
忌
部
祭
二
大
嘗
宮
一。
両
国
破
却
。
即
鎮
祭
。
雑
具

給
二
忌
部
一。
給
二
火
具
宮
主
一。
御
湯
具
給
二
忌
部
一。
自
余
中
臣
。〕
御
二
豊
楽
院
清
暑
堂
一
」、『
北
山
抄
』
践
祚
抄
、
大
嘗
会
事
に
「
辰
日
。
卯
刻
。
乗

輿
〔
安
和
記
云
。
於
二
廻
立
殿
一。
駕
二
御
輿
一
時
。
初
称
二
警
蹕
一。
或
於
二
豊
楽
院
後
堂
一。
初
レ
称
云
々
。〕
出
二
光
範
門
一。〔
仁
和
・
寛
平
如
レ
之
。
承
平
。

依
レ
不
レ
御
二
腰
輿
一。
入
レ
自
二
宣
政
門
一。
出
レ
自
二
章
善
門
一
也
。
天
慶
以
後
。
入
レ
自
二
昭
訓
門
一。
出
レ
自
二
章
善
門
一。
無
二
拠
所
一
歟
。〕
入
レ
自
二
豊
楽

院
不
老
門
一。〔
謂
二
北
門
一
也
。〕
御
二
清
暑
堂
一
」
と
あ
る
。

皇
學
館
大
学
創
立
百
四
十
周
年
・
再
興
六
十
周
年
記
念
『
皇
学
論
纂
』
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